
雲仙市スポーツ大会出場激励費交付基準 

平成３１年３月２９日 

教育委員会訓令第３号 

（目的） 

第１条 この訓令は、市のスポーツの普及及び振興を図ることを目的として、各種競技に

おいて、国、県、市等を代表して、スポーツ大会に出場する個人又は団体に対し、雲仙

市スポーツ大会出場激励費（以下「激励費」という。）を交付することについて必要な

事項を定めるものとする。 

（激励費交付対象） 

第２条 激励費の交付の対象となるスポーツ大会は、次のとおりとする。 

（１） 国際大会 

（２） 全国大会 

（３） 西日本大会及び九州大会 

（４） 長崎県大会（小・中学生が出場するものに限る。） 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる大会は、激励費の交付の対象としない。 

（１） 実業団を対象とした大会 

（２） 出場範囲を職場、職域等に限定して実施する大会 

（３） 中学校総合体育大会 

（４） 自由参加による大会 

３ 激励費の交付の対象となるものは、市内に住所を有し、かつ、生活の本拠を置くもの

で、県又は市内の予選等を通過し、又は優秀な成績により選抜若しくは推薦をされ、県

代表等として第１項各号の大会に出場する個人（監督、コーチ等を含む。）又は団体と

する。 

（激励費の額） 

第３条 激励費の額は、別表のとおりとする。 

２ 激励費の交付の対象となる人数は、各大会の実施要綱等により認められた参加者数以

内とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、出場する大会等が、ねんりんピック、スポレク祭、福祉

系大会その他の交流、親睦等を主な目的とする場合の激励費の額は、同項に規定する額

に２分の１を乗じて得られる額とする。 

（交付申請の時期） 

第４条 激励費の交付申請は、出場する大会の実施前又は当該大会の終了日の翌日から起

算して９０日を経過する日若しくは当該大会の終了日の属する会計年度の３月３１日の

いずれか早い日までに行わなければならない。 

（交付申請の手続） 

第５条 激励費の交付を受けようとする者は、雲仙市スポーツ大会出場激励費交付申請書

（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。 

（１） 予選会又は選抜若しくは推薦の結果等を確認できる書類 

（２） 出場する大会の実施要綱等 

（３） 名簿等の出場する個人又は団体が確認できる書類 



（４） 前３号に掲げるもののほか、特に必要と認める書類 

２ 小・中学生が出場する場合において、激励費の交付を受けようとする場合は、前項の

規定にかかわらず、当該小・中学生の保護者又は所属する団体の代表者が同項の規定に

よる申請を行うものとする。 

（結果報告） 

第６条 激励費の交付を受けた者は、出場した大会の終了後又は激励費の交付を受けた後、

速やかに、雲仙市スポーツ大会出場激励費出場結果報告書（様式第２号）により、当該

大会の結果を報告しなければならない。 

（激励費の返還） 

第７条 激励費の交付を受けた場合であっても、次のいずれかに該当するときは、交付さ

れた激励費の全部又は一部を返還しなければならない。 

（１） 第４条の規定により申請した内容に虚偽又は不正があったとき。 

（２） 大会等への出場を中止したとき又は大会等に出場する人数に変更があったとき。 

（その他） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

別表（第３条関係） 

区分 支給額（1人当たり） 備考 

国際大会 30,000円  

全国大会 20,000円  

西日本大会・九州大会 10,000円  

長崎県大会

（小・中学生に

限る。） 

県央地域開催 1,000円 （開催市町） 

長崎市 島原市 諫早市 

大村市 西海市 雲仙市 

南島原市 長与町 時津町 

東彼杵町 川棚町 波佐見

町 

県北地域開催 3,000円 （開催市町） 

佐世保市 平戸市 松浦市 

佐々町 

離島地域開催 5,000円 （開催市町） 

対馬市 壱岐市 五島市 

小値賀町 新上五島町 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令の施行の日前までに終了する大会等に出場した場合の激励費の交付について

は、なお従前の例による。 

   附 則 



 この訓令は、令和２年４月１日から施行する。



 


